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2023年２月14日 

各  位 

会 社 名 太 洋 工 業 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 細 江 美 則

 （コード番号：6663 東証スタンダード）

問 合 せ 先  

役職・氏名 経 営 管 理 部 長 園 部 直 孝

電 話 ０ ７ ３ － ４ ３ １ － ６ ３ １ １

 
商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「商号の変更及び定款一部変更の件」を2023年３月17

日開催予定の第62期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

記 

１．商号の変更について 

(1）変更の理由 

当社は、1960年12月２日に設立され、対米輸出用の捺染用ロール彫刻及びめっき加工を

行うことに特化することにより捺染彫刻の会社との競合を避け、太平洋を跨いで米国と事

業を行う意味合いから、「太洋工業株式会社」と名づけ、エレクトロニクス業界へと事業

領域の変革を行ってまいりました。今般、エレクトロニクスメーカーとして、新たなグロ

ーバル市場における成長ステージへの移行を見据え、当社のブランド力の強化を図るとと

もに、今後のさらなる事業拡大と一層の企業価値向上を目指すことを目的として、商号を

「太洋工業株式会社」から新商号「太洋テクノレックス株式会社」に変更することといた

しました。 

新商号には先端技術に常にチャレンジする精神をもって挑み続けるテクノロジーへの熱

い想いと、当社がエレクトロニクス分野へ展開するきっかけとなった主力製品であるＦＰ

Ｃ（フレキシブルプリント配線板、Flexible Printed Circuit）への想いを掛け合わせ、

先行き不透明なＶＵＣＡ時代において、フレキシブル（柔軟）に対応していきたいという、

決意が込められております。 

(2）新商号（英文表記） 

太洋テクノレックス株式会社（英文：TAIYO TECHNOLEX CO.,LTD.） 

(3）新商号変更日 

2023年12月21日（木） 

本商号変更は、2023年３月17日に開催予定の第62期定時株主総会において、定款の一部

変更が承認されることが条件となります。 
 

２．定款の変更について 

(1）定款変更の目的 

上記の「１．商号の変更について」に記載のとおり商号変更を行うべく、現行定款第１

条（商号）を変更するものであります。 

(2）定款変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりであります。 

(3）日程 
① 定款変更のための株主総会開催日 

2023年３月17日（金） 

② 定款変更の効力発生日 

2023年12月21日（木） 

以 上 
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別紙 

 （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

  

（商号） （商号） 

第１条 当会社は、太洋工業株式会社と称

し、英文ではTAIYO INDUSTRIAL 

CO.,LTD.と表示する。 

第１条 当会社は、太洋テクノレックス株

式会社と称し、英文ではTAIYO 

TECHNOLEX CO.,LTD.と表示する。 

  

附則 附則 

【 新 設 】 （商号変更に関する経過措置） 

 定款第１条（商号）の変更は、2023

年12月21日にその効力を生じるもの

とする。なお、本附則本条は、定款

第１条の変更の効力発生日経過後こ

れを削除する。 

 


